
令和７・８年度伊達市建設工事格付審査基準要領 

 

伊達市が発注する建設工事の格付を行う工種について、本市発注工事の施工状況の

評価（工事成績）に、下記の安全対策や地域貢献等の評価項目を加えて得られた点数

（以下「社会点数」といいます。）を主観点数とし、これに客観点数（経営規模等評価

結果通知書の総合評定値Ｐ点）を加えた総合点数をもとに格付を決定します。 

なお、格付対象は市内企業（伊達市に主たる営業所がある者）に係る下記の工種を

予定しています。 

社会点数に係る評価項目においては、安全対策や地域貢献等を積極的に行っている

企業を評価することで、地域における組織としての貢献的な活動を企業がより行いや

すくすることを目指しています。 

評価項目については、審査基準日の直前２年間に行ったものが対象です。 

 

１ 格付予定工種 

一般土木工事、建築工事、配管工事、水道施設工事、電気工事、塗装工事、 

造園工事、解体工事 

 

２ 評価項目 

次の各項目に該当するものに対してそれぞれの点数を社会点として工事施工成績

評定点数に加算します。 

 

 [安全対策] 

 ①建設業労働災害防止協会への加入                   ５点 

  

[品質向上] 

②ＩＳＯ９０００シリーズの認証取得                  ５点 

  

[環境対策] 

③ＩＳＯ１４０００シリーズ又はエコアクション２１もしくはＨＥＳの認証取得 

５点 

 

[雇用・福祉対策] 

 ④障がい者を雇用し、次のいずれかに該当               各５点 

  ア．障がい者雇用状況の報告義務のある事業主に係る障害者雇用促進法 

   に定める障がい者雇用率を達成 

  イ．報告義務のない事業主に係る障害者雇用促進法に定める基準に該当 

する障がい者を１人以上雇用 

  

⑤子育て支援・男女共同参画の推進に取り組み、次のいずれかに該当   各５点 

ア．次世代育成支援対策推進法による一般事業主行動計画の届出がある 

こと 

  イ．育児休業制度について、就業規則、労働契約等に定めがあること 

  ウ．介護休業制度について、就業規則、労働契約等に定めがあること 

 

 [地域貢献] 

 ⑥伊達市建設協会、伊達管工事業協同組合又は伊達電設協会への加入    ５点 

 

 ⑦伊達市との防災協定締結又は防災協定締結団体への加入         ５点 

 ⑧伊達市発注の除雪業務に従事する能力（資機材等）の保有       １０点 



 ⑨季節労働者の通年雇用助成金の利用                  ５点 

（伊達市内に事業所を有する令和６年度又は令和５年度の助成金利用者） 

⑩札幌保護観察所の協力雇用主への登録及び保護観察対象者等の雇用実績 

又は職場体験講習の実施実績                     ５点 

（審査基準日の直前２年間） 

※協力雇用主への登録及び証明書発行の依頼等、手続き、問い合わせについては札

幌保護観察所へお願いいたします。 

 

札幌保護観察所協力雇用主係 

〒０６０－００４２ 北海道札幌市中央区大通西１２丁目 

電話：０１１－２６１－９２２５ 

 

⑪伊達市内において会社が組織的に行う奉仕活動又は地域貢献活動 

    １件につき５点（上限３０点） 

※いずれも伊達市内において原則無償で行われるものであって、会社としての組織

的な活動であり、その活動が確認できることが条件となります。 

 

（奉仕活動の例） 

・公共施設の清掃 

・現場見学会等の公共事業の啓蒙活動  など 

※ただし、請負工事業者が工事中の現場環境改善費を用いた活動は含みません。 

 

（地域貢献活動の例） 

 ・伊達市消防団員の雇用    ・地域おこしイベントの参加 

 ・環境美化活動        ・文化・スポーツ事業の支援 

・除雪等への役務の提供    ・植樹活動 

・福祉事業          ・教育支援又は職場体験  など 

 ※金品の寄付又は提供のみの場合は対象としません。 

 

３ 手続き  

  上記の各項目は、競争入札参加資格審査申請者から「発注者別評価項目申告書」

により申告のあった場合に社会点数として加点します。 

  申告の際には、活動内容が客観的に確認できる資料（感謝状、お礼状、新聞記事、

広報誌、関係者の証明、写真等）の写しを添付してください。 


